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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

盲
人
、
視
覚
障
害
者
そ
の
他
の
印
刷
物
の
判
読
に
障
害
の
あ
る
者
が
発
行
さ
れ
た
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を

促
進
す
る
た
め
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

こ
の
条
約
は
、
視
覚
障
害
者
等
が
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
に
関
す
る

国
内
法
令
上
の
制
限
及
び
例
外
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、

二
〇
一
三
年
（
平
成
二
十
五
年
）
六
月
に
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
開
催
さ
れ
た
外
交
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
（
平
成

二
十
八
年
）
九
月
三
十
日
に
発
効
し
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
二
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
の
適
用
上
、
「
著
作
物
」
と
は
、
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
第
二
条

に
規

(1)

定
す
る
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
で
あ
っ
て
文
字
、
記
号
又
は
関
連
す
る
図
解
の
形
式
に
よ
る
も
の
を
い
う
。

二
、
こ
の
条
約
の
適
用
上
、
「
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
」
と
は
、
受
益
者
に
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
与
え
る
代
替

的
な
方
法
又
は
形
式
に
よ
る
当
該
著
作
物
の
複
製
物
を
い
う
。
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
は
、
専
ら
受
益
者
に
よ
っ
て
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利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
受
益
者
の
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
、
原
著
作
物
の
完
全
性
を
尊
重
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
こ
の
条
約
の
適
用
上
、
「
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
」
と
は
、
政
府
に
よ
り
、
受
益
者
に
対
し
て
教
育
、
教
育
訓
練
、
障

害
に
適
応
し
た
読
字
又
は
情
報
を
利
用
す
る
機
会
を
非
営
利
で
提
供
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
を
認
め

ら
れ
た
機
関
を
い
う
。

四
、
受
益
者
は
、

盲
人
で
あ
る
者
、

視
覚
障
害
又
は
知
覚
若
し
く
は
読
字
に
関
す
る
障
害
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
印
刷
さ

(a)

(b)

れ
た
著
作
物
を
そ
の
よ
う
な
障
害
の
な
い
者
と
実
質
的
に
同
程
度
に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、

身
体
的
な
障
害
に
よ

(c)

り
、
書
籍
を
持
つ
こ
と
若
し
く
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
目
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
若
し
く
は
目
を
動
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
者
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
。

五
、
締
約
国
は
、
受
益
者
の
た
め
に
著
作
物
を
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
形
態
で
利
用
可
能
と
す
る
こ
と
を
促
進
す
る

た
め
、
自
国
の
著
作
権
法
に
お
い
て
、
複
製
権
、
譲
渡
権
及
び
公
衆
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
権
利
の
制

限
又
は
例
外
に
つ
い
て
定
め
る
。

六
、
締
約
国
は
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
、
当
該
利
用
し
や
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す
い
様
式
の
複
製
物
を
他
の
締
約
国
の
受
益
者
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
に
譲
渡
し
、
又
は
他
の
締
約
国
の
受
益

者
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
。

七
、
締
約
国
の
国
内
法
令
は
、
受
益
者
等
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
著
作
物
の
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
作
成

す
る
こ
と
を
認
め
る
範
囲
に
お
い
て
、
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
受
益
者
の
た
め
に
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物

を
輸
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

八
、
締
約
国
は
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
相
互
に
特
定
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
情
報
の
自
発
的
な
共
有
を
奨
励
す

る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
。

九
、
締
約
国
は
、
総
会
を
設
置
す
る
。
総
会
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
及
び
運
用
に
関
す
る
問
題
を
取
り
扱
う
。

十
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
国
際
事
務
局
は
、
こ
の
条
約
の
管
理
業
務
を
行
う
。


